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株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

○

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

法
人
等

法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
を
い
う
。

二

外
国
政
府
等

外
国
の
政
府
、
政
府
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。

三
～
五

（
略
）

六

中
小
企
業
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
い
う
。

イ

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
三
億
円
（
小
売
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
五
千
万
円
、
卸
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業

者
に
つ
い
て
は
一
億
円
）
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
三
百
人
（
小
売
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
五
十
人
、
卸
売
業
又
は

サ
ー
ビ
ス
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
百
人
）
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
（
以
下
「
中
小
企
業
特
定
事

業
」
と
い
う
。
）
を
営
む
も
の
（
ロ
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
そ
の
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
金
額
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
そ
の
業
種
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
数
以

下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
す
る
も
の
の
う
ち
、
中
小
企
業
特
定
事
業
を
営
む
も
の

七

出
資
外
国
法
人
等

我
が
国
の
法
人
等
の
出
資
に
係
る
外
国
の
法
人
等
（
我
が
国
の
法
人
等
と
原
材
料
の
供
給
、
役
員
の
派
遣
そ
の
他
の
継
続
的
な
経
済
関
係
を
有
す
る

外
国
の
法
人
等
を
含
む
。
）
を
い
う
。

八

外
国
金
融
機
関
等

外
国
の
銀
行
そ
の
他
の
金
融
機
関
そ
の
他
財
務
大
臣
が
定
め
る
外
国
の
法
人
を
い
う
。

九
～
十
一

（
略
）

十
二

債
務
の
保
証
等

債
務
の
保
証
（
保
証
期
間
が
一
年
を
超
え
る
も
の
に
限
り
、
債
務
を
負
担
す
る
行
為
で
あ
っ
て
債
務
の
保
証
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
相

手
方
が
金
銭
を
支
払
い
、
こ
れ
に
対
し
て
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
及
び
相
手
方
が
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
者
の
信
用
状
態
に
係
る
事
由
が
発

生
し
た
場
合
に
お
い
て
会
社
が
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
取
引
（
当
該
事
由
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
貸
付
債
権
、
公
社
債
等
そ
の
他
の
金
銭
債
権
を

移
転
す
る
こ
と
を
約
す
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
取
引
を
い
う
。

十
三
・
十
四

（
略
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

設
備
の
輸
出
等
の
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
当
該
資
金
に
係
る
貸
付
債
権
を
譲
り
受
け
、
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
い
、
外
国
金
融
機
関
等

若
し
く
は
外
国
政
府
等
が
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
債
務
の
保
証
等
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
い
、
又
は
当
該
資
金
の
調
達
の
た

め
に
発
行
さ
れ
る
公
社
債
等
を
応
募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

二

重
要
物
資
の
輸
入
等
が
確
実
か
つ
適
時
に
行
わ
れ
る
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
当
該
資
金
に
係
る
貸
付
債
権
を
譲
り
受
け
、
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保

証
等
を
行
い
、
又
は
当
該
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
公
社
債
等
を
応
募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

三

我
が
国
の
法
人
等
、
外
国
政
府
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
が
海
外
に
お
い
て
行
う
事
業
に
直
接
又
は
間
接
に
充
て
ら
れ
る
資
金
の
貸
付
け
を
行
い
、
当
該
資
金
に
係
る
貸

付
債
権
を
譲
り
受
け
、
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
い
、
我
が
国
の
法
人
等
、
出
資
外
国
法
人
等
、
外
国
金
融
機
関
等
若
し
く
は
外
国
政
府
等
が
外
国
の
法
人
等

に
対
し
て
当
該
資
金
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の
債
務
の
保
証
等
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
い
、
又
は
当
該
資
金
の
調
達
の
た
め
に
発
行
さ
れ

る
公
社
債
等
を
応
募
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

五

外
国
の
政
府
又
は
外
国
の
居
住
者
に
お
い
て
当
該
外
国
の
国
際
収
支
上
の
理
由
に
よ
り
輸
入
そ
の
他
の
対
外
取
引
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
緊
急
の

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
国
際
通
貨
基
金
等
（
国
際
通
貨
基
金
そ
の
他
の
国
際
機
関
又
は
当
該
外
国
以
外
の
二
以
上
の
国
の
政
府
、
政
府
機
関
若
し
く

は
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
外
国
の
経
済
の
発
展
を
支
援
す
る
た
め
の
資
金
（
以
下
「
経
済
支
援
資
金
」
と
い
う
。
）
の
供
与
を
行
う
ま
で
の
間
、
当
該
外
国

の
政
府
、
政
府
機
関
又
は
銀
行
に
対
し
て
、
当
該
輸
入
そ
の
他
の
対
外
取
引
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
短
期
資
金
（
資
金
需
要
の
期
間
が
一
年
以
下
の
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

六
～
九

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
（
我
が
国
に
と
っ
て
重
要
な
資
源
の
海
外
に
お
け
る
開
発
及
び
取
得
の
促
進
の
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
我
が
国
の
法
人
等
に

対
す
る
貸
付
け
で
あ
っ
て
、
中
小
企
業
者
等
（
中
小
企
業
者
又
は
中
堅
企
業
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
に
対
す
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

我
が
国
の
法
人
等
が
外
国
の
法
人
へ
の
出
資
又
は
外
国
の
法
人
の
事
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
譲
受
け
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
出
資
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
海

外
に
お
け
る
事
業
の
開
始
、
拡
大
又
は
能
率
の
向
上
を
図
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
資
等
の
た
め
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
と
き
（
我
が
国
の
産
業
の
国
際
競
争

力
の
維
持
又
は
向
上
に
関
す
る
国
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
。

二

銀
行
等
が
次
に
掲
げ
る
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
銀
行
等
に
対
し
て
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
と
き
。

イ

中
小
企
業
者
等
又
は
中
小
企
業
者
等
の
出
資
に
係
る
出
資
外
国
法
人
等
に
対
す
る
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け

ロ

我
が
国
の
法
人
等
に
対
す
る
前
号
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
（
同
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。
）
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ハ

我
が
国
の
法
人
等
、
外
国
政
府
等
又
は
出
資
外
国
法
人
等
に
対
す
る
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
資
金
の
貸
付
け
（
海
外
に
お
け
る
社
会
資
本
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

三

我
が
国
の
法
人
等
が
海
外
に
お
い
て
我
が
国
で
生
産
さ
れ
た
設
備
を
賃
貸
す
る
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
等
に
対
し
当
該
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け

を
行
う
と
き
（
我
が
国
の
産
業
の
国
際
競
争
力
の
維
持
又
は
向
上
に
関
す
る
国
の
施
策
の
推
進
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

る
場
合
に
限
る
。
）
。

四

国
際
金
融
秩
序
の
混
乱
に
よ
り
我
が
国
の
法
人
等
の
海
外
に
お
け
る
事
業
の
遂
行
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
会
社
の
業
務
の

特
例
が
必
要
と
な
っ
た
旨
を
財
務
大
臣
が
定
め
た
と
き
。

７
～
９

（
略
）

前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
、
債
務
の
保
証
等
（
公
社
債
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
公
社
債
等
の
取
得
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
（
同
条
第

10
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
）
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

外
国
金
融
機
関
等
、
外
国
政
府
等
又
は
国
際
通
貨
基
金
そ
の
他
の
国
際
機
関
が
発
行
す
る
公
社
債
等
（
償
還
期
限
が
一
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
の
一
部
を
取
得
す
る
場
合

二

公
社
債
等
を
取
得
し
、
当
該
公
社
債
等
を
財
務
大
臣
が
定
め
る
期
間
内
に
特
定
目
的
会
社
等
に
譲
渡
す
る
場
合
又
は
信
託
会
社
等
に
対
し
て
特
定
信
託
を
し
、
当
該
特
定

信
託
の
受
益
権
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
譲
渡
す
る
場
合

三

特
定
目
的
会
社
等
又
は
信
託
会
社
等
が
貸
付
債
権
又
は
公
社
債
等
を
担
保
と
し
て
発
行
す
る
公
社
債
等
を
取
得
す
る
場
合

四

出
資
外
国
法
人
等
、
外
国
金
融
機
関
等
、
外
国
政
府
等
又
は
国
際
通
貨
基
金
そ
の
他
の
国
際
機
関
が
発
行
す
る
公
社
債
等
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
う
場
合

五

特
定
目
的
会
社
等
又
は
信
託
会
社
等
が
貸
付
債
権
、
公
社
債
等
又
は
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
金
銭
債
権
を
担
保
と
し
て
公
社
債
等
を
発
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該

担
保
目
的
の
貸
付
債
権
、
公
社
債
等
若
し
く
は
金
銭
債
権
又
は
特
定
目
的
会
社
等
若
し
く
は
信
託
会
社
等
が
発
行
す
る
公
社
債
等
に
係
る
債
務
の
保
証
等
（
銀
行
等
が
発
行

す
る
公
社
債
等
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
除
く
。
）
を
行
う
と
き
。

六

特
定
目
的
会
社
等
が
貸
付
債
権
又
は
公
社
債
等
を
担
保
と
し
て
公
社
債
等
を
発
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
担
保
目
的
の
貸
付
債
権
又
は
公
社
債
等
を
特
定
目
的
会
社

等
が
譲
り
受
け
、
又
は
取
得
す
る
た
め
に
行
う
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
等
を
行
う
と
き
。

七

（
略
）

・

（
略
）

11

12
（
業
務
の
方
法
）

第
十
三
条

第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
、
貸
付
債
権
の
譲
受
け
、
公
社
債
等
の
取
得
、
債
務
の
保
証
等
又
は
出
資
は
、
次
に
掲
げ
る
場

合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
貸
付
け
に
係
る
資
金
の
償
還
、
当
該
譲
受
け
に
係
る
貸
付
債
権
の
回
収
、
当
該
取
得
に
係
る
公
社
債
等
の
償
還
、
当
該
債
務
の
保
証
等
に
係
る
債
務
の
履
行
又
は
当
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該
出
資
に
係
る
事
業
か
ら
の
配
当
の
支
払
を
可
能
と
す
る
利
益
の
発
生
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

二

（
略
）

２

第
十
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
貸
付
金
の
利
率
、
譲
り
受
け
る
貸
付
債
権
の
利
回
り
そ
の
他
の
条
件
は
、
第
二
十
六
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
業

務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
に
お
け
る
収
入
が
そ
の
支
出
を
償
う
に
足
る
よ
う
に
、
銀
行
等
の
取
引
の
通
常
の
条
件
又
は
金
融
市
場
の
動
向
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す

る
。


